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会社の体制および方針
当社は、当社および子会社の内部統制システムの整備に関する基本方針を会社法が規定する「取締役の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及
びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整
備」に基づき、2023年5月12日の取締役会において、次のとおり決議しております。

内部統制システムの整備に関する基本方針
月島ホールディングスは、当社および子会社のすべてにわたる業務の適正を確保するために、次の体制を徹
底いたします。

1. 当社および子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確
保するための体制
（１）当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するた

め、当社は「月島ホールディングスグループパーパス」および「月島ホールディングスグループ企業理
念」を定める。また当社は「月島ホールディングスグループ企業行動指針−私たちの５つの約束」およ
び「月島ホールディングスグループ企業行動基準」を定め、当社および子会社の役職員全員が遵守す
る。

〔月島ホールディングスグループパーパス〕
環境技術で世界に貢献し未来を創る

〔月島ホールディングスグループ企業理念〕
１．最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献します
１．市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供します
１．創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業をめざします

〔月島ホールディングスグループ企業行動指針−私たちの５つの約束〕
１．健全で誠実な企業グループであり続けます
２．法令を遵守し倫理にもとづき行動します
３．技術・サービスで地球環境をまもり社会に貢献します
４．人権を尊重します
５．安全で働きがいのある職場環境をつくります
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（２）当社は、当社の「取締役会」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断とその判断
に基づく迅速な執行を行うために、職務の執行にあたる取締役は執行役員等を兼務することとし、一方
において社外取締役が独立した立場から、業務執行の監督および牽制を効果的に実施する。

（３）当社は、当社および子会社の経営に関する重要事項について、社内規程に基づき、執行権を有する取締
役から成る「経営会議」（原則毎週開催）で審議・承認、報告・了承する。なお、当該付議事項の内、
職務権限規程において取締役会付議事項とされたものおよび当社または子会社の経営に重大な影響を与
える事項については、取締役会で審議・承認、報告・了承する。

（４）当社および子会社は、経営会議および取締役会での決定に基づく業務執行に際し、業務分掌、権限規程
等に基づき、責任者、業務執行手続きを明確化する。

（５）当社および子会社は、「月島ホールディングスグループ企業行動指針−私たちの５つの約束」を具体化
するために、「月島ホールディングスグループ企業行動基準」および各種「社内規程」（例えば、個人情
報保護基本規程、営業秘密等管理規程、独占禁止法遵守プログラム、インサイダー取引防止規程等）に
その詳細を定める。

（６）当社は、これらの規程の実効性を担保するために、当社代表取締役社長を委員長とした「月島ホールデ
ィングスグループコンプライアンス委員会」を組織し、コンプライアンス委員会担当役員を同委員会の
副委員長に任命して、当社および子会社への周知徹底を図る。さらに内部監査部門を組織し、また、
「月島ホールディングスグループ企業倫理ヘルプライン」を設け、法令、定款に適合しない行為の未然
防止、早期発見に努め、当社内および内部通報受付専門会社の相談・通報窓口に加えて、社外の弁護士
および当社常勤監査役を「月島ホールディングスグループ企業倫理ヘルプライン」の受信者として任命
する。

（７）当社および子会社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的として、「月島ホールディング
スグループ企業行動基準」の中に反社会的勢力への対応に関する基本姿勢および社員の心構えとなすべ
き事項について規定し、これに基づいて、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応す
る。

（８）以上の実施状況を検証するため、当社の内部監査部門は規程に基づき「内部監査」を実施し、その結果
を当社の取締役会および監査役会に報告する。
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2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（１）当社は、取締役の職務の執行に係る情報を「文書管理規程」に基づき、保存、管理し、取締役および監

査役が、これらの文書等を常時閲覧できる体制をとる。
（２）これらの情報は、電磁的記録または文書により最短で10年間保存しており、今後も必要に応じて記録

方法の見直しを図る。

3. 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）当社は、当社および子会社の損失の危険の管理を行うため、「月島ホールディングスグループリスクマ

ネジメント規程」を定め、有事に際しては当社および子会社の取締役により構成される「危機管理委員
会」が、子会社を統括して危機管理にあたる。危機管理委員会はその常設機関として総務部門等関連部
門より構成される「危機管理委員会事務局」を設置し、危機管理に必要な活動を行う。平時においては
コンプライアンス推進部門にてリスク分析やリスク関連情報の収集、管理を行い、必要に応じ経営に報
告する。

（２）大規模災害等、当社および子会社の経営全般に重大な影響を与える事態が発生した場合は、当社の代表
取締役社長を本部長とする「対策本部」を組織し、損害、影響等を最小限にする体制を立ち上げ、その
対応にあたる。

（３）当社および子会社は、「各種マニュアル」（例えば、防災ハンドブック、地震防災マニュアル、緊急事態
連絡マニュアル等）に危機対応の詳細を定め、緊急時における迅速な対応を図る。

(４) 情報セキュリティに関する事件や事故の発生を防止するために「情報セキュリティ基本規程」および
「情報セキュリティ対策基準」を定め、それに基づく人的側面と情報システム面の両面からの情報セキ
ュリティ対策を実施する。人的側面においては従業員教育や情報セキュリティに対する考え方の周知・
徹底など啓蒙活動を推進するとともに、システム面においては、常にセキュリティ対策を最新にすべく
継続的な改善・向上を図ることで、リスクの最小化に努める。

4. 当社および子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）当社および子会社は、中期経営計画およびこれに基づく年次計画を定め、各事業本部、部門の具体的な

目標を設定し、これらを毎月レビューすることにより目標達成の確度を高め業務の効率性を確保する。
（２）当社および子会社は、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、職務権限規程により各

役職の職務と権限を明確にし、職務執行を分担する。

5. 財務報告に係る内部統制の評価および監査を確保するための体制
当社は、金融商品取引法により2008年4月1日に開始された事業年度から適用されている「財務報告に係

る内部統制の経営者による評価および公認会計士等による監査」に対応し、当社および連結子会社の社内体
制を整え社外専門家のアドバイスを得て、金融商品取引法および関連するガイドラインに従って、全社的レ
ベルと主要業務プロセスレベルにおける内部統制の整備状況を把握し、有効性の評価を行い、不備がある場
合はこれを是正し、内部統制報告書を作成して監査法人による監査を受ける。
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6. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（１）当社および子会社は、自社の業務の適正を確保することを目的として、事業部門(第１線)、管理部門

(第２線)、内部監査部門(第３線)から成る３線ディフェンス体制を構築し、ガバナンス・リスクマネジ
メント体制を整備する。また、子会社の取締役を「コンプライアンス責任者」に任命して、自社に対し
て「月島ホールディングスグループ企業行動基準」の指導等を行わせるとともに、「月島ホールディン
グスグループコンプライアンス委員会」の構成員とすることで、企業集団における業務の適正を確保す
る体制を整備する。

（２）当社および子会社は、業務の適正を確保するため、中期経営計画、これに基づく年次計画および具体的
な目標を設定する。当社は子会社の当該目標の達成を、四半期毎の「グループ進捗審議会」でレビュー
することにより目標達成の確度を高め、業務の効率性を確保する。

（３）当社は、子会社の経営について、各社の自主性を尊重しつつ、「月島ホールディングスグループ会社管
理規程」に基づき子会社からの定期的な報告と、重要事項については事前了解をとることを求める。上
記に関して子会社の活動を把握し、適正に指導するために「月島ホールディングスグループコンプライ
アンス委員会」を組織し、同委員会を中心としたコンプライアンス体制を構築する。

（４）上記に加え、子会社に「取締役・監査役」を派遣する。また、当社内部監査部門による「内部監査」を
実施し、その結果を当社の取締役会および監査役会に報告する。

7. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人およ
びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役からの補助者に関する要請があれば、当該使用人の人事および取締役からの独立性に関し

て、取締役と監査役との間で事前協議を行い、監査役を補助する使用人を配置する体制を整える。

8. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人は監査役の指揮命令のもと、取締役の指揮命令から独立して補助業務にあたる。

9. 当社の監査役への報告に関する体制
（１）当社の監査役がその職務執行において必要な情報は「取締役および使用人が監査役に報告すべき事項」

として定め、監査役に必要な情報を報告する。さらに、業務執行上の意思決定に関する重要な会議への
監査役の出席の機会を確保し、また監査役に対する定期報告および重要書類を回付する体制を整える。

（２）当社の監査役は、当社の代表取締役、監査法人と定期的に「意見交換会」を開催する。
（３）当社および子会社の役職員は、当社の監査役から業務執行について報告を求められたときは、速やかに

適切な報告を行う。
（４）当社の内部監査部門は、当社および子会社の内部監査の状況について定期的に当社の監査役に報告を行

う。また、当社のコンプライアンス推進部門は、コンプライアンス、月島ホールディングスグループ企
業倫理ヘルプラインによる内部通報等の状況について定期的に当社の監査役に報告を行う。
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10. 当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社および子会社の役職員に対し、そのことを理由として不利な取

扱いを行うことを禁止し、その旨、当社および子会社の役職員に周知する。

11. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社の監査役が職務の執行について生ずる費用等を処理するために、毎年、一定額の予算を設け

る。また、一定額の予算を超えて当社の監査役が当社に対し費用の前払等の請求を行った場合は、審議の
上、速やかに当該費用または債務を処理する。

12. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）当社の監査役は、監査役監査として、不祥事を事前に防止し、遵法、リスク管理、内部統制等業務監査

に力点を置いた監査を実施する。
（２）当社の監査役会は、当社の取締役会への牽制と独立性を保つため、企業活動に関する見識と経験が豊富

な他社役員、役員経験者および弁護士、公認会計士等の有資格者、学識経験者あるいはこれに準ずる者
から社外監査役を起用する。
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内部統制システムの運用状況の概要
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針の適切な運用に努めております。当事業年度における

運用状況の概要は次のとおりです。

１．コンプライアンスに対する取組みの状況
（１）組織・体制に関する取組みの状況

当社および子会社では、事業部門(第１線)、管理部門(第２線)、内部監査部門(第３線)から成る３線デ
ィフェンス体制を整備、運用しております。また、当社代表取締役社長(委員長)、コンプライアンス委
員会担当役員(副委員長)、月島ホールディングス各部門長(委員)および各子会社のコンプライアンス責
任者(メンバー)等から成る月島ホールディングスグループコンプライアンス委員会にてコンプライアン
スの運用状況をモニタリングし、必要に応じて是正・改善を行うことで、実効性を高めております。特
に重要性の高い子会社に関しては、内部監査部門、常勤監査役を設置する等、体制の強化を図っており
ます。このような取組みの一方で、当社および子会社の全役職員が利用できる内部通報制度として、
「月島ホールディングスグループ企業倫理ヘルプライン」を設置しております。内部通報制度において
は、相談・通報者が不利益を受けない旨を運営規程に明記するとともに、当社内および内部通報受付専
門会社の相談・通報窓口に加えて、社外の弁護士および当社常勤監査役を受信者(公益通報対応業務従
事者)として任命して守秘義務を課し、全役職員に「企業倫理ヘルプライン利用カード」を配布して周
知徹底を図り、法令、定款に適合しない行為の未然防止、早期発見に努めております。

（２）規程・ルールに関する取組みの状況
当社グループの社会的な存在意義を「月島ホールディングスグループパーパス」として定め、最上位
の経営理念として位置付けるとともに、当社グループの想い、目指すべき姿を「月島ホールディングス
グループ企業理念」として定めております。これらを実現するための行動のあり方を「月島ホールディ
ングスグループ企業行動指針−私たちの５つの約束」として、また、同指針に基づく具体的な一人ひと
りの行動のよりどころを「月島ホールディングスグループ企業行動基準」として定めております。
また、当社グループにかかる諸規程を必要に応じて改定し、当社および子会社に示達するとともに教
育を実施し、コンプライアンスの浸透を図っております。なお、当事業年度においては、国内外におけ
るビジネスと人権の理念に関する意識の高まりを受けて、サプライヤーアンケートの実施および、「月
島ホールディングスグループ人権ハンドブック」に基づいた社内教育を実施しております。

（３）教育に関する取組みの状況
毎年10月を月島ホールディングスグループ企業倫理月間とし、コンプライアンスに関する各種啓発活
動を実施するとともに、ｅラーニング等により、コンプライアンス意識の組織への浸透を図っておりま
す。
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２．取締役の職務執行の適正性および職務執行が効率的に行われることに対する取組みの状況
当社の取締役会は社外取締役４名を含む取締役8名で構成され、監査役３名(うち、社外監査役2名)も出席

しております。取締役会は当事業年度においては13回開催し、取締役および監査役は審議事項について活発
な意見交換を行い、意思決定および監督の実効性の確保を図っております。
なお、取締役会の実効性については、取締役、監査役に対して実施したアンケート結果に基づき、分析、

評価を行っております。
また、中期経営計画およびこれに基づく年次計画を定め、月次で状況を確認・検証し、必要に応じて対策

案を立案し実行に移しております。取締役会の決定事項については、職務権限規程に基づき、担当の各役職
の職務と権限を明確にし、組織的かつ効率的にその執行を図っております。

３．損失の危険の管理に対する取組みの状況
当社および子会社の事業遂行に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに関して「月島ホールディングス

グループリスクマネジメント規程」を定め、「危機管理委員会」を主体に対応を図っております。
なお、当事業年度においては、改定した事業継続計画（BCP）に関する規程に基づき事業継続計画

（BCP）訓練を実施し、緊急時における対応力の向上を図っております。
また、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の改正施行に伴い、中小受託取引適正化法(取適法)に関する社

内教育・研修を実施しました。これにより、適正な取引の確保および法令遵守体制の維持・強化を図ってお
ります。
さらに、情報セキュリティ対策について、従来からのルール周知や教育による対応に加え、人為的な判断

に依存しない統制を強化する観点から、システムによる自動的な管理・監視の導入に着手しました。これに
より、情報セキュリティ対策の実効性向上および内部統制システムの安定的な運用を図っております。
加えて、人権尊重に関する取組みの一環として、事業活動に関係する取引先を対象に、人権尊重への取組

状況に関する調査を実施しました。これにより、サプライチェーンにおける人権リスクの把握に努めるとと
もに、内部統制システムの適切な運用を図っております。
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４．当社および子会社における業務の適正性の確保に対する取組みの状況
当社の取締役および執行役員が子会社の役員に就任することにより、子会社の取締役等の職務の執行が適

正かつ効率的に行われているかを監督しております。
子会社の経営管理につきましては、当社の経営企画部門および各種委員会等で子会社の経営管理体制を整

備、統括するとともに、子会社は当社の「月島ホールディングスグループ会社管理規程」に基づき、重要事
項について、当社の主管部門に対し、事前の承認申請および定期的な報告を行っております。また当社は、
四半期毎に「グループ進捗審議会」を開催し、子会社の中期経営計画に基づく年次計画の進捗状況を確認し
ております。
また、当社の内部監査部門が内部監査計画に基づき、当社および子会社の内部監査を実施し、その結果を

当社の取締役会および監査役会に報告しております。

５．監査役の監査が実効的に行われることに対する取組みの状況
当社の監査役会は常勤監査役２名を含む監査役３名で構成され、当事業年度においては監査役会を11回開

催し、監査に関する事項についての協議、決議を行っております。また、監査等に必要な費用の予算化も図
られております。職務の執行に際しては、当社の内部監査部門が監査役会事務局として執行の補助を行う体
制をとっております。
監査役は、当社代表取締役社長、その他取締役等、会計監査人と定期的に意見交換を行い、取締役会、経

営会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の状況の監査を実施するとともに、内部統制システムの
整備およびその運用状況を確認しております。
また、当社の内部監査部門は、当社および子会社の内部監査の状況について定期的に監査役に報告してお

ります。一方、当社のコンプライアンス推進部門は、コンプライアンス、「月島ホールディングスグループ
企業倫理ヘルプライン」による内部通報等の状況について定期的に監査役に報告すると同時に、当社および
子会社の役職員が監査役に報告を行ったことに伴って不利な取り扱いを受けることのないように、周知徹底
を図っております。
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連結株主資本等変動計算書 （自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） （単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 6,646 6,055 70,445 △1,047 82,101
当期変動額
剰余金の配当 △3,937 △3,937
親会社株主に帰属する
当期純利益 16,910 16,910
自己株式の取得 △12,797 △12,797
自己株式の処分 △130 1,277 1,146
自己株式の消却 △11,017 11,017 −
連結範囲の変動 △74 △74
その他資本剰余金の負の
残高の振替 11,148 △11,148 −
連結子会社株式の取得に
よる持分の増減 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 − △0 1,751 △502 1,247
当期末残高 6,646 6,054 72,196 △1,549 83,348

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 9,732 △1 500 728 10,960 18,993 112,054
当期変動額
剰余金の配当 △3,937
親会社株主に帰属する
当期純利益 16,910
自己株式の取得 △12,797
自己株式の処分 1,146
自己株式の消却 −
連結範囲の変動 △74
その他資本剰余金の負の
残高の振替 −
連結子会社株式の取得に
よる持分の増減 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 2,593 25 279 981 3,880 282 4,163

当期変動額合計 2,593 25 279 981 3,880 282 5,411
当期末残高 12,325 24 780 1,710 14,841 19,276 117,466
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社
会社数……………………………………29社
会社名……………………………………月島JFEアクアソリューション株式会社

月島機械株式会社
月島ジェイテクノメンテサービス株式会社
サンエコサーマル株式会社
月島環境エンジニアリング株式会社
寒川ウォーターサービス株式会社
月島ビジネスサポート株式会社
テーエスケーエンジニアリング(タイランド) Co., Ltd.
BOKELA有限会社
尾張ウォーター＆エナジー株式会社
三進工業株式会社
株式会社アドバンスリー
プライミクスホールディングス株式会社
プライミクス株式会社
プライミクスプラス株式会社
株式会社バイオコール京都鳥羽
横浜西谷ウォーターサービス株式会社
市原バイオサイクル株式会社
月島ジェイアクアサービス機器株式会社
株式会社横浜Bay Link
株式会社bay eggs
箱根水道パートナーズ株式会社
株式会社長岡バイオキューブ
株式会社豊橋バイオウィル
アクアペックスおやま株式会社
アクアペックスさかい株式会社
小山エナジーサイクル株式会社
グリーンサイクルパワーいわき株式会社
つばめ・やひこウォーターサービス株式会社
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なお、前連結会計年度まで非連結子会社であったつばめ・やひこウォーターサービス株式会社は、重要
性が増したことに伴い、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
また、連結子会社であった月島機械(北京)有限公司は清算したため、当連結会計年度より連結の範囲か
ら除外しております。

(2) 主要な非連結子会社
会社名……………………………………ツキシマエンジニアリングマレーシア Sdn. Bhd.
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社12社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない
ためであります。

２. 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社

会社数……………………………………10社
会社名……………………………………江戸川ウォーターサービス株式会社

株式会社バイオコール広島西部
バイオコールプラントサービス株式会社
株式会社バイオコール熊本南部
ハイブリッドケミカル株式会社
株式会社バイオコール大阪平野
株式会社バイオコール横浜南部
株式会社バイオコール京都洛西
株式会社バイオコール福岡御笠川
浜松ウォーターシンフォニー株式会社

(2) 非連結子会社（ツキシマエンジニアリングマレーシア Sdn. Bhd.他11社）および関連会社（５社）に
ついては、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等から見て、持分法の
対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分
法の適用範囲から除外しております。
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３. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）
・その他有価証券

市場価格のない
株式等以外のも
の

………………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

市場価格のない
株式等

………………移動平均法による原価法
なお、匿名組合契約に基づく組合への出資（金融商品取引法第
２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組
合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法によってお
ります。

②デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
時価法

③棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。
・仕掛品…………………………個別法
・原材料…………………………総平均法
・貯蔵品…………………………移動平均法
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

当社および国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
ただし、当社および国内連結子会社が1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物ならびに発電設備に係る機械及び装
置については、定額法を採用しております。
また、2007年３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌連
結会計年度から５年間で均等償却する方法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま
す。
また、顧客関連資産については、その効果の及ぶ期間（５〜23年）に基づいております。

③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金……………………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金……………………………従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準に
よる相当額を計上しております。

③完成工事補償引当金…………………完成工事高に係わる契約不適合責任等に基づく費用ならびに無
償サービス費用に備えるために、過去の経験率（国内工事と海
外工事とは別途に算定）に基づく一定の算定基準により引当計
上するほか、特定個別工事に対しては、必要額を見積り計上し
ております。
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④工事損失引当金………………………受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末の未引渡工事
のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見
積ることができる工事について、当該損失見込額を引当計上し
ております。

⑤役員退職慰労引当金…………………一部の連結子会社は、役員の退任により支給する退職慰労金に
充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上し
ております。

⑥株式報酬引当金………………………従業員に対する将来の当社株式等の給付に備えるため、支給見
込額のうち当連結会計年度末までに発生していると認められる
額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しており
ます。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（当社は14年、
一部の連結子会社は13年〜14年）による定額法により費用処理しております。

③小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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(5) 重要な収益および費用の計上基準
顧客との契約から生じる売上高
当社グループは、（1）契約の識別、（2）履行義務の識別、（3）取引価格の算定、（4）履行義務へ
の取引価格の配分、（5）履行義務充足による収益の認識の５つのステップにより収益の計上方法を
決定しております。
水環境事業では、主として浄水場・下水処理場等プラントの工事請負、同プラントにおいて使用さ
れる各種機器の販売ならびに浄水場・下水処理場設備の運転・維持管理サービスの提供等を行って
います。
産業事業では、主として化学分野やライフサイエンス分野および廃液・固形廃棄物処理、廃ガス・
廃水処理等のプラントの工事請負、同プラントに使用される機器の販売等を行っています。
工事契約に係る収益については、工事の進捗に伴い履行義務が充足されるため、契約ごとの見積総
原価に対する発生原価の割合により進捗度を見積り、契約期間にわたって収益を認識しておりま
す。一定の期間にわたり充足されるものでない場合には、一時点で履行義務が充足されるものとし
て客先による検収が完了した時点等契約の内容に応じて、財又はサービスの支配が顧客へ移転した
時点で収益を認識しております。
また、運転・維持管理サービスに係る収益については、契約期間にわたり役務を提供しその期間に
応じて収益を認識しております。
これらの取引に対する対価は、通常、短期のうちに支払期限が到来し、契約に重要な金融要素は含
まれておりません。

(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①消費税等の会計処理 …………… 資産に係る控除対象外消費税および地方消費税は、当連結会計

年度の費用として処理しております。

②重要なヘッジ会計の方法……………原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等については振
当処理を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについ
ては特例処理を、一体処理（特例処理および振当処理）の要件
を満たしている金利通貨スワップについては一体処理を採用し
ております。

③のれんの償却方法及び償却期間……のれんの償却については、10〜20年間にわたる定額法により償
却を行っております。

④繰延資産の処理方法
社債発行費 ……………… 支出時に全額費用として処理しております。
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４. 表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）
前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「有価証券」は、金額的重要性が増した
ため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。

（連結損益計算書）
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「匿名組合投資利益」は、金額的重要
性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「貸倒引当金戻入額」は、金額的重要
性が乏しくなったため、当連結会計年度は「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払保証料」は、金額的重要
性が乏しくなったため、当連結会計年度は「営業外費用」の「その他」に含めて表示しております。

５. 会計上の見積りに関する注記
(1) 工事契約に係る収益
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

売掛金 42,372百万円
契約資産 37,398百万円
契約負債 9,764百万円
売上高 148,954百万円

②会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
工事契約に係る収益は、当社および連結子会社において原則として履行義務を充足するにつれて、一
定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、
主として発生原価に基づくインプット法によっております。工事の進捗等に伴い発生原価に変更が生
じる可能性があることから、その見積りおよび仮定を継続的に見直しております。なお、当連結会計
年度においてこの方法により認識した収益額は76,737百万円であります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１. 担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。
預金 1,836百万円
売掛金 9,590百万円
短期貸付金 11百万円
未収入金 11百万円
投資有価証券 176百万円
長期貸付金 89百万円

計 11,717百万円

上記に対応する担保付債務は次のとおりであります。

①預金、売掛金、未収入金
１年内返済予定の長期借入金 874百万円
長期借入金 9,758百万円

計 10,633百万円

②短期貸付金、投資有価証券、長期貸付金
関係会社等の金融機関からの借入金3,005百万円に対するものであります。

上記担保資産の他、投資有価証券184百万円を大阪市に発電事業契約保証金として差し入れております。

２. 有形固定資産の減価償却累計額 25,161百万円
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(連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 連結会計年度末日における発行済株式の総数

普通株式 40,125,800株

２. 剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年５月９日
取締役会 普通株式 2,262 52.00 2025年３月31日 2025年６月３日

2025年11月7日
取締役会 普通株式 1,674 42.00 2025年９月30日 2025年12月1日
(注) １ 2025年５月９日取締役会決議による配当金の総額には、月島ホールディングス従業員持株会専用信託が所有する自社の株

式に対する配当金21百万円が含まれております。
2 2025年11月7日取締役会決議による配当金の総額には、月島ホールディングス従業員持株会専用信託が所有する自社の株
式に対する配当金10百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年５月12日
取締役会 普通株式 利益剰余金 1,701 43.00 2026年３月31日 2026年６月４日
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（金融商品に関する注記）
１. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については原則銀行

借入による方針としております。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクや外貨建債権債務の為
替変動リスクを回避するために利用し、投機的な目的のための取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
受取手形、売掛金、電子記録債権の営業債権および契約資産は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行う
とともに、取引先の信用状況を１年ごとに把握する体制としております。また、外貨建の営業債権は、
為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会

に報告されております。
支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務の営業債務は、１年以内の支払期日であります。一部の外

貨建の営業債務については、為替相場の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘ
ッジしております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。また、長期借入金は主にプロ

ジェクトファイナンス、買収資金および設備資金として金融機関等からの借入金であります。変動金利
の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものについては、支払金利の変
動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取
引および金利通貨スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替

予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引および外
貨建借入金に係る為替の変動リスクと支払金利の変動リスクの両方に対するヘッジを目的とした金利通
貨スワップ取引であります。デリバティブ取引の実行および管理は、社内規程に従い関連部門および財
務部にて行っております。また、デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関
に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰

計画を作成するなどの方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、相場価格に基づく価額のほか、相場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、支払手
形及び買掛金、電子記録債務ならびに短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似すること
から記載を省略しております。また、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目についても、記載を省略
しております。

連結貸借対照表
計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(1) 売掛金 42,372 40,144 △2,228
(2) 有価証券及び投資有価証券（※１）
① 満期保有目的の債券 693 652 △40
② その他有価証券 24,179 24,179 −

資産計 67,245 64,976 △2,268
(3) 社債 5,000 4,841 △158
(4) 長期借入金（１年内返済予定を含む） 11,689 9,902 △1,786

負債計 16,689 14,744 △1,945
(5) デリバティブ取引（※２） 34 34 −

（※１）譲渡性預金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、「(2) 有価証券及び投資有価証券」には
含めていません。

（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1）市場価格のない株式等は、「(2)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は

以下のとおりであります。
（単位：百万円）

区分 当連結会計年度
（2026年３月31日）

非上場株式 487
非連結子会社および関連会社株式 1,798
合同会社出資 2
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３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル1の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式
その他

デリバティブ取引
通貨関連
金利関連

24,179
−

−
−

−
−

37
0

−
−

−
−

24,179
−

37
0

資産計 24,179 37 − 24,216
デリバティブ取引
通貨関連
金利関連

−
−

2
−

−
−

2
−

負債計 − 2 − 2
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（単位：百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
売掛金
有価証券及び投資有価証券
国債
社債

−

162
−

40,144

−
490

−

−
−

40,144

162
490

資産計 162 40,635 − 40,797
社債
長期借入金（１年内返済予定を含む）

−
−

4,841
9,902

−
−

4,841
9,902

負債計 − 14,744 − 14,744

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式および国債は相場価格を用いて評価しております。上場株式および国債は

活発な市場で取引されているため、その時価をレベル 1 の時価に分類しております。
社債は、相場価格に基づき算定しており、その時価をレベル 2 の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約および金利スワップの時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レ

ベル 2 の時価に分類しております。

売掛金
一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間および信用リスクを加味した利率を基に

割引現在価値法により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。

社債
当社の発行する社債の時価は、相場価格に基づき算定しており、その時価をレベル 2 の時価に分類して

おります。

長期借入金（1年内返済予定を含む）
これらの時価については、元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利

率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。
なお、変動金利による長期借入金のうち、金利通貨スワップの一体処理（特例処理および振当処理）およ

び金利スワップの特例処理の対象とされているものは、当該金利通貨スワップおよび金利スワップと一体
として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割
り引いて算定する方法により算定されており、レベル 2 の時価に分類しております。
それ以外のものは、短期間で市場金利を反映していると考えられることから、時価は帳簿価額によってお

ります。
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（賃貸等不動産に関する注記）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識に関する注記）
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

財又はサービスの種類別の分解情報
(単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)４ 合計

水環境事業 産業事業 計

プラント／単体機器 26,384 29,059 55,443 − 55,443
ライフサイクルビジネス(注)１ 37,557 − 37,557 − 37,557
焼却(注)２ − 8,332 8,332 − 8,332
О＆Ｍ(注)３ 34,637 10,410 45,047 − 45,047
廃棄物処理 − 1,932 1,932 − 1,932
その他 − − − 0 0
顧客との契約から生じる収益 98,578 49,735 148,314 0 148,314
その他の収益 − − − 640 640
外部顧客への売上高 98,578 49,735 148,314 640 148,954
（注）１ PFI、DBO事業、包括O&M業務、消化ガス発電事業などを含んでおります。

２ 産業事業における廃液・固形廃棄物処理プラント、単体機器などを含んでおります。
３ プラント／単体機器および焼却の部品、補修、運転管理などを含んでおります。
４ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業、印刷・製本などを含ん

でおります。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類の作成のための基本とな
る重要な事項に関する注記等） ３. 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益および費用の計上基準」に記
載のとおりであります。
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３. 当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首時点の契約負債残高に含まれていた額は、6,377百万円で
あります。
なお、契約資産の増減は、主として収益の認識（契約資産の増加）と、対価の支払い（同、減少）により生
じたものであり、契約負債の増減は、主として前受金の受取り（契約負債の増加）と、収益の認識（同、減
少）により生じたものであります。また、過去の期間に充足(または部分的に充足)した履行義務に対して認
識した収益に重要性はありません。
未充足(または部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額は、当連結会計年度323,517百万円で
あります。このうち、約３割４分は工事契約等に係るものであり、工事等の進捗に応じて15年以内に売上高
として認識されると見込まれます。また、約６割６分は運転・維持管理サービス契約等に係るものであり、
契約期間にわたり役務を提供しその期間に応じて23年以内に売上高として認識されると見込まれます。

（１株当たり情報に関する注記）
１. １株当たり純資産額 2,482円03銭
２. １株当たり当期純利益 412円69銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書 （自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） （単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金
自己
株式

株主
資本
合計資本

準備金
その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 6,646 5,485 − 5,485 1,026 4,195 45,769 50,991 △1,047 62,076
当期変動額
固定資産圧縮積立金
の取崩 △2,106 2,106 − −
剰余金の配当 △3,937 △3,937 △3,937
当期純利益 12,315 12,315 12,315
自己株式の取得 △12,797 △12,797
自己株式の処分 △130 △130 1,277 1,146
自己株式の消却 △11,017 △11,017 11,017 −
その他資本剰余金の
負 の 残 高 の 振 替 11,148 11,148 △11,148 △11,148 −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − − − − △2,106 △663 △2,770 △502 △3,272
当期末残高 6,646 5,485 − 5,485 1,026 2,088 45,105 48,221 △1,549 58,804

評価・換算差額等
純資産
合計その他

有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 9,719 9,719 71,796
当期変動額
固定資産圧縮積立金
の取崩 −
剰余金の配当 △3,937
当期純利益 12,315
自己株式の取得 △12,797
自己株式の処分 1,146
自己株式の消却 −
その他資本剰余金の
負 の 残 高 の 振 替 −
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 2,601 2,601 2,601

当期変動額合計 2,601 2,601 △670
当期末残高 12,320 12,320 71,125
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券…………………償却原価法（定額法）
②子会社株式 ……………………………移動平均法による原価法
③その他有価証券

市場価格のない
株式等以外のも
の

…………………… 時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

市場価格のない
株式等

…………………… 移動平均法による原価法

２. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
また、2007年３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業
年度から５年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま
す。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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３. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 ………………………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

(2) 賞与引当金 ………………………………従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準に
よる相当額を計上しております。

(3) 株式報酬引当金 …………………………従業員に対する将来の当社株式等の給付に備えるため、支給見
込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を
計上しております。

(4) 退職給付引当金 …………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末におい
て発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による
定額法により費用処理しております。

４. 重要な収益および費用の計上基準
当社は、持株会社として主として子会社に対して契約に基づき経営指導、受託業務の提供を行うことが履
行義務であります。時の経過に応じ義務を履行するにつれて子会社が便益を享受することとなるため、一
定の期間にわたり充足される履行義務と判断し、収益を認識しております。なお、取引の対価には重要な
金融要素は含まれておりません。
子会社からの受取配当金については、配当金の効力発生日において収益を認識しております。
不動産賃貸収入については、賃貸借契約期間にわたって収益を認識しております。
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５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理 …………………… 資産に係る控除対象外消費税および地方消費税は、当事業年度

の費用として処理しております。

(2) 退職給付に係る会計処理 ………………退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務
費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計
処理の方法と異なっております。

(3) 繰延資産の処理方法
社債発行費 ……………………支出時に全額費用として処理しております。

６. 会計上の見積りに関する注記
関係会社株式の評価
(1)計算書類に計上した金額

関係会社株式 19,550百万円

(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
関係会社株式の評価は、超過収益力を反映した実質価額と帳簿価額を比較し、実質価額の著しい低下の
有無を判定しております。判定の結果、実質価額の著しい低下が見られる場合には、当該株式に対して
相当の減額を行い、帳簿価額の減少額を関係会社株式評価損として計上することとしております。
超過収益力の評価にあたっては、当該関係会社の翌事業年度以降の事業計画を基礎として見積もってお
りますが、その前提となる事業計画は、直近の損益実績や経営環境および事業計画の達成状況を踏まえ
た仮定に基づいております。
事業計画については、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があります。実
績が事業計画と乖離した場合には、翌事業年度の計算書類に影響を与える可能性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
１. 有形固定資産の減価償却累計額 4,106百万円

２. 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入金等について保証を行っております。
（関係会社）
BOKELA有限会社 1,194百万円

３. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
短期金銭債権 18,930百万円
短期金銭債務 18,308百万円
長期金銭債権 9,445百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業収益 5,977百万円
営業費用 57百万円

営業取引以外の取引による取引高 181百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

株式数
（千株）

当事業年度増加
株式数
（千株）

当事業年度減少
株式数
（千株）

当事業年度末
株式数
（千株）

普通株式（注） 1,027 4,299 4,761 565

（注） (変動事由の概要)
自己株式の株式数の増加4,299千株は、2024年12月３日開催の取締役会決議に基づき取得した395千株、2025年５月９日お
よび2025年８月８日開催の取締役会決議に基づき取得した3,900千株ならびに譲渡制限付株式報酬として処分した株式のう
ち無償取得した２千株および取得単元未満株式の買取りによる増加０千株であります。
自己株式の株式数の減少4,761千株は、2025年５月９日開催の取締役会決議に基づき、2025年11月28日に従業員持株会向
け譲渡制限付株式インセンティブとして処分した236千株、2025年６月23日開催の取締役会決議に基づき、2025年７月18
日に譲渡制限付株式報酬として処分した57千株、2025年８月８日開催の取締役会決議に基づき、2025年９月４日に業績連
動型株式付与制度として処分した57千株ならびに2025年11月７日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却4,000千株お
よび月島ホールディングス従業員持株会専用信託から月島ホールディングス従業員持株会に対する売却による減少411千株で
あります。
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 49百万円
未払事業税 276百万円
退職給付引当金 331百万円
貸倒引当金 25百万円
関係会社株式評価損 1,597百万円
みなし配当 540百万円
投資簿価修正 3,642百万円
会社分割に伴う関係会社株式調整額 2,207百万円
その他 285百万円

繰延税金資産小計 8,956百万円
評価性引当額 △6,602百万円
繰延税金資産合計 2,353百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △961百万円
その他有価証券評価差額金 △5,670百万円
退職給付信託設定益 △119百万円
減資に伴う関係会社株式譲渡損 △680百万円
会社分割に伴う関係会社株式調整額 △677百万円
その他 △5百万円

繰延税金負債合計 △8,116百万円
繰延税金負債(△)純額 △5,762百万円

２．法人税及び地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関
する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理ま
たはこれらに関する税効果会計の会計処理を行っております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社および関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
（注5）
(百万円)

科目
期末残高
（注5）
(百万円)

子会社 月島JFEアクアソ
リューション㈱

所有
直接60.0％

経営指導料
などの受領
役員兼任
資金の貸借

経営指導・業務の受託
（注１）
不動産の賃貸（注２）
資金の預入（注３）
利息の受取（注３）
利息の支払（注３）

2,532
137

8,840
80
2

預け金 17,336

子会社 月島機械㈱ 所有
直接100％

経営指導料
などの受領
役員兼任
資金の貸借

経営指導・業務の受託
（注１）
不動産の賃貸（注２）
資金の受入（注３）
利息の受取（注３）
利息の支払（注３）

1,038
223

△1,031
0
2

預り金 372

子会社 月島ジェイテクノ
メンテサービス㈱

所有
間接60.0％ 資金の貸借

不動産の賃貸（注２）
資金の受入（注３）
利息の支払（注３）

69
△979
10

預り金 5,215

子会社 月島環境エンジニ
アリング㈱

所有
直接100％

経営指導料
などの受領
役員兼任
資金の貸借

経営指導・業務の受託
（注１）
不動産の賃貸（注２）
資金の受入（注３）
利息の支払（注３）

236
126

4,969
8
預り金 8,288

子会社 サンエコサーマル
㈱

所有
直接100％

経営指導料
などの受領
資金の貸借

経営指導・業務の受託
（注１）
資金の貸付（注３）
利息の受取（注３）
利息の支払（注３）

20
△600
45
0

短期貸付金
長期貸付金

600
5,950

子会社 三進工業㈱ 所有
直接100％

経営指導料
などの受領
役員兼任
資金の貸借

経営指導・業務の受託
（注１）
資金の受入（注３）
利息の支払（注３）

67
1,975

4
預り金 4,207

子会社 プライミクスホー
ルディングス㈱

所有
直接99.0%
間接 1.0％

資金の貸借 資金の貸付（注３）
利息の受取（注３）

−
47

長期貸付金 3,495
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種類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
（注5）
(百万円)

科目
期末残高
（注5）
(百万円)

子会社 プライミクス㈱ 所有
間接100％

経営指導料
などの受領
役員兼任
資金の貸借

経営指導・業務の受託
（注１）
不動産の賃貸（注２）
資金の預入（注３）
資金の貸付（注３）
利息の受取（注３）
利息の支払（注３）

78
7

425
△830

6
0

預け金 425

子会社 BOKELA㈲ 所有
直接100％ 保証債務 保証債務（注4） 1,194 - -

取引条件および取引条件の決定方針等
（注1）経営の管理などをするために、一定の合理的な基準に基づき金額を決定しております。
（注2）受取賃料については、必要経費などを勘案し、使用面積に基づき合理的に決定しております。
（注3）資金の受入および貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。「取引金額」は年間の純増減額であ

ります。
(注4）金融機関からの借入金等について保証を行ったものであり、債務保証料を受領しております。
（注5）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注
記） ４. 重要な収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）
１. １株当たり純資産額 1,797円89銭
２. １株当たり当期純利益 300円55銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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